
　　平成２２年３月

安全環境部長 品 谷 義 雄

Ⅰ　総括コメント

1 日本一の安全・安心（治安回復から治安向上へ）

・

・

・

・

・

2 原子力の安全・安心と信頼の確保

・

・

・

・

　全小学校区での見守り活動に加え、事業所の車も活用した見守り活動などを行いまし
た。また、全中学校区においても巡回パトロール等の活動を開始しました。今後は、中
学生向け活動手引きの作成や県下全域で子どもの見守り活動参加を呼びかける広報を
実施し、子どもを守るまちづくりを進めます。

（平 成 ２２年 ３ 月 末 現 在）

　スピードガンによる通行車両の速度調査や講習会等の実施など、特に「スロードライ
ブ」に重点をおいた交通安全スロー・シグナル・シャイン（３Ｓ）運動の展開により、平成２
１年中の交通事故死者数は、統計をとり始めた昭和３３年以降で最も少ない５４人となり
ました。

　敦賀１号機については、地元敦賀市の意見、県議会の議論や新たな「中間安全確認」
のシステムなど厳格な安全規制等に対する国の方針等を総合的に勘案し、運転継続を
了承しました。

　「福井新元気宣言」の４つのビジョンを着実に実現していくため、平成２１年４月に知事と合意
をした「政策合意」の実施結果について、次のとおり報告します。

平成２１年度「福井新元気宣言」推進に係る政策合意の実施結果

　国や市町と連携した消費生活相談体制の強化を図るため、「福井県消費者行政活性
化基金」を活用して、弁護士等の専門家による特別相談会や消費者啓発講座を開催
し、消費生活センターの相談員の対応力強化や県民への情報提供に努めました。

　各種関係機関への要請等や広報活動の結果、消防団員数を１０８人、消防団協力事
業所数を７０事業所と大幅に増加することができました。今後も、消防団員のイメージアッ
プ活動を県下一斉に広域的に展開し、消防団員の確保に努めます。

　近畿２府７県の合同防災訓練を１１年ぶりに本県で開催し、福井空港での航空機統制
や臨時医療救護所の設置など、参加した防災関係機関相互の協力体制を確認しまし
た。また、原子力防災訓練でのヘリコプターによる住民避難や国民保護訓練での現地
調整所の設置・運営など、新たな訓練事項を取り入れ、実践に即した訓練を実施しまし
た。訓練から得られた課題については今後の施策に反映していきます。

　「もんじゅ」の運転再開については、プラント全体の安全性がハード・ソフト両面で確保
されていることが大前提であり、国の審査結果等を県原子力安全専門委員会の審議を
通じ厳正に確認を行います。

　高浜３、４号機のプルサーマル計画について、県は高浜町とともに、関西電力や製造
元請けである原子燃料工業に立入調査を実施し、燃料製造や品質保証活動の結果が
妥当であることを確認しました。

　「もんじゅ」、高経年化対策、耐震安全性の確保など原子力政策全般について、国に
対し、安全の確保と立地地域の信頼を基本に、継続性をもって着実に取り組むよう要請
しました。
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3 夢と誇りのあるふるさとづくり

・

・

・

・

・

Ⅱ　「政策合意」項目に係る結果について

・別紙「平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）」のとおり

　自然環境の分野においては、自然再生ガイドブックの作成や「自然再生支援隊」の現
地指導など、県内各地でかつて見られた身近な自然を取り戻す県民活動「自然再生ふ
くい」を推進しました。また、里地里山地域においては、多くの生き物が生息する豊かな
田園環境の再生に向け、ふゆみずたんぼの実証や生物生息量調査などを進めました。
兵庫県で放鳥されたコウノトリが、福井市鶉地区、小浜市国富地区をはじめ県内各地に
飛来しており、今後、県内定着に向けた環境づくりを更に推進します。

　今年度は、上記のように、環境基本計画に基づく本県独自の施策を本格的にスタート
させました。今後も、「環境ふくい県民会議」や「環境ふくい推進協議会」などを中心とし
て、県民、団体、企業等と一体となって、自然環境の再生や地球温暖化防止対策に努
めます。

　敦賀市民間最終処分場については、現在、漏水防止対策工事や浸出水処理施設等
工事を実施しており、対策工事全体の進捗率は３月末現在で約５０％であります。工事
にあたっては、引き続き、敦賀市と共同し、地域住民の方の理解と協力を得ながら工事
を円滑に進めていきます。

　生活環境の分野においては、一般住宅への太陽光発電導入を大幅に促進するととも
に、自動車の適正利用を呼びかける「みどりの自転車」の活用や「愛の相乗り運動」を実
施しました。また、次世代自動車の導入や福井型カーボン・オフセットによる地域の省エ
ネ活動の支援、さらには、「修理工房」、「古本市」を頻繁に開催しました。

　人づくりの分野においては、「ふくい環境フェア」を開催するとともに、本県独自の環境
教材を県内全ての小中学校に配布し、環境教育の授業を開始しました。また、子どもた
ちが海の自然環境に親しめるよう里海での「船乗り体験」を新たに実施するなど、環境を
大切にする心の醸成に努めました。
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

・交通安全スロー・シグナル・シャイン
（３Ｓ）運動の展開
　今年度は、特に「スロードライブ」に重
点を置き、スピードガンによる通行車両の
速度状況調査や講習会等を実施し、県民の
安全速度への意識向上を図ります。

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

１　日本一の安全・安心（治安回復から治
安向上へ）
◇　「安全・安心ふくい」実現プランの実
行【部局連携】
・「子ども安心県民作戦」の展開
　地域住民、学校、警察などと協力して、
登下校時や帰宅後等の見守り活動（子ども
安心県民作戦）を活発に展開します。
　また、事業所や保護者への参加促進の働
きかけを行うとともに、中学生の安全を確
保するため、２０年度にモデル校区で実施
した活動を全県に拡大します。

　小学生の安全を確保するため、登下校時や帰宅後等の見守り
活動を全小学校区で引き続き実施するとともに、１年生の保護
者に対するパンフレット配布や、事業所に対する営業車へのマ
グネットシート貼付による見守り活動への参加の働きかけを行
いました。
　また、中学生の安全を確保するため、全中学校区において、
安全マップの作成、防犯講習会の開催、巡回パトロールおよび
地域での啓発活動を実施しました。

〔成果等〕　目標を達成しました。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　交通安全３Ｓサポーターに対するスロードライブ推進講習会
を行い、地域や家庭での交通安全スロー・シグナル・シャイン
（３Ｓ）運動の実践と普及を推進しました。
　また、交通安全パートナー事業所には、地域や職場ぐるみで
制限速度を守る「スロードライブ」の徹底に取り組んでもらい
ました。
　さらに、県内の主要道路１１地点において、スピードガンに
よる速度状況調査を実施し、その分析結果を交通安全ラジオ放
送等で広報することで、県民の「スロードライブ」への意識を
高め、安全な速度での走行を普及啓発した結果、交通事故の死
傷者数、人身事故件数などがいずれも減少するなど、交通事故
の抑止を図ることができました。

中学生の安全確保のための活動を実施する校
区　　　　　　　　　 　７８校区
（平成２０年度　８校区）

※活動内容
①　危険箇所等を標示した安全マップの作成
②　中学生やその保護者を対象とした防犯講
習会の開催
③　登下校時の巡回パトロール等
④　安全についての地域での啓発活動

スロードライブ推進講習会　県内全市町

小学生の見守り活動参加者数(全２０６校)　　約４８，０００人
１年生の保護者に対するパンフレット配布部数　　９，０００部
子どもの見守り活動参加車両　　　事業所車　　　１，５００台
　　　　　　　　　　　　　　　　公用車　　　　　　２００台

中学生の活動状況(全７８校区)
　・登下校時の巡回パトロール等　　　　　６６校（８４.６％）
　・防犯講習会の開催　　　　　　　　　　３７校（４７.４％）
　・安全についての地域での啓発活動　　　３３校（４２.３％）
　・安全マップの作成　　　　　　　　　　２９校（３７.２％）

・スロードライブ推進講習会　県内全市町（１９会場）で実施
・「スロードライブ車」ステッカーの配布（３８，０００枚）
・スロードライブメッセージを募集し、交通情報板に掲示
　　　　　　　　　　　　　　　　（応募件数　　９５８件）

　　交通事故発生状況

平成２０年 平成２１年

５５人 ５４人

うち高齢者 ３５人 ２７人

４，９０４人 ４，５００人

４，０１２件 ３，７４０件

死者数

傷者数

人身事故件数
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・消費者被害の防止
　弁護士、建築士等の専門家による特別相
談会を拡充して実施し、高度で専門的な相
談へ対応強化を図るとともに、消費者啓発
講座や消費生活情報誌の充実による迅速な
情報提供により、不当な取引による消費者
被害の防止を図ります。
　また、消費者行政活性化基金を活用し、
消費生活相談窓口の拡充、相談員のレベル
アップ等の相談体制の充実に取り組む市町
を支援します。

〔成果等〕　目標を達成しました。

 全県対象の青少年育成運動啓発・普及を目的として、警察、
県民会議等と協力しながら、特に青少年健全育成について取り
組む強調月間にあわせて、街頭啓発活動や非行防止一斉キャン
ペーン、ラジオ等を活用した広報を実施しました。
　また、青少年健全育成への理解をさらに高めるため、親世代
を対象とした青少年健全育成福井県民大会を開催し、青少年育
成運動の推進を図りました。

　弁護士、建築士等の専門家による特別相談会を実施し、高度
で専門的な相談に対する消費生活センターの相談員の対応力を
強化するとともに、消費者啓発講座の開催などを通して、県民
への情報提供に努めました。
　また、市町においても、消費者行政活性化基金を活用し、相
談室の設置、相談員の配置、相談員研修の充実など消費生活相
談窓口の整備が進みました。

〔成果等〕　目標を達成しました。

・青少年の健全育成
　地域社会の一員として自立する心構えを
持った青少年を育成するため、青少年育成
県民会議をはじめとする関係団体と協力
し、地域や学校での多様な活動への参加促
進を図り、青少年の健全育成を推進しま
す。

専門家による特別相談会の開催　　２４回
（平成２０年度　　１２回）

消費者啓発講座の受講者数１２，０００人
（平成２０年度　１０，７３８人）

専門家による特別相談会の開催　　 　 　　　　　　２７回

消費者啓発講座の受講者数 　　　 　　　　１７，２８０人

市町の相談員数
　　　　　   １１人（２０年度末）⇒１８人（２１年度末）

一斉補導活動　　　　年３回実施（参加者　約５，２００名）

非行防止一斉キャンペーン　　県内１２箇所で実施
　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　　　約３４０名）

青少年健全育成福井県民大会　１１／２２敦賀市で実施

非行少年数
　　　６３２人（平成２０年）　⇒　５９４人（平成２１年）
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　メディアを活用した広報活動を強化するとともに、商工・青
年会議所への入団要請や、学生の消防団入団に対する大学への
協力依頼を行い、消防団員数が大きく増加しました。
　また、消防団協力事業所については、市・町・消防本部に対
する事業所認定の要請や、県内経済団体等に対する消防団に入
団しやすい環境作りの要請を行い、協力事業所数が大きく増加
しました。

〔成果等〕　目標を上回って達成しました。◇　災害・危機対策【部局連携】
・消防団員の確保
　消防団員の増加を図るため、メディアの
活用やイベント等での活動事例紹介といっ
た各種広報活動などを実施し、若者を中心
に入団を呼びかけるとともに、公務員に対
しても加入促進に努めます。
　また、市・町・消防本部に対して、消防
団協力事業所表示制度に基づく協力事業所
認定に努めるよう働きかけます。
　さらに、県内経済団体等に対し、事業所
の従業員が消防団に入団しやすい環境づく
りを構築するよう働きかけます。

消防団員数　　　　　　　５，４７１人
　　　　　　　　　　　（１５人の増）
（平成２０年度末　５，４５６人）

消防団協力事業所数　 　　６０事業所
　　　　　　　　　（２０事業所の増）
（平成２０年度　４０事業所）

消防団員数　　　　　 　　　　　　　　　　５，５６４人
       　　　　　　　　　　　　　　　　（１０８人の増）

消防団協力事業所数　 　　　　　　　　　　１１０事業所
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　（７０事業所の増）
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　近畿府県合同防災訓練は、テクノポート福井を主会場に福井
空港を防災拠点とした航空機統制や臨時医療救護所の設置、石
油コンビナート火災への大容量泡放射システム稼動等の訓練を
実施しました。
　原子力防災訓練は、ヘリコプターによる住民避難の実施や一
時滞在者の自家用車による退避の試行など、防災機関が連携し
た多様な避難手法の実効性を確認しました。
　国民保護訓練は、雪の中での住民避難を想定して、初めて現
地調整所を実際に設置・運営し、関係機関との連携や対策本部
との情報共有などの訓練を実施しました。
　訓練の成果は県や市町の地域防災計画や避難マニュアル等に
反映します。

〔成果等〕　目標を達成しました。・防災訓練等の実施
　災害時の交通寸断や通信遮断など様々な
被災環境において、防災関係機関が協力し
て的確に応急対策が実施できるよう、総合
防災訓練・石油コンビナート等防災訓練を
合わせた近畿府県合同防災訓練や原子力総
合防災訓練を実施します。
　また、国民保護計画の実効性をさらに高
め、国民保護措置が的確かつ迅速に実施で
きるよう図上訓練を実施します。
　訓練の成果は県および市町の計画や避難
マニュアル等に反映するなど、常に万全の
体制で備えられるよう努めます。

・近畿府県合同防災訓練
　
　

　

　実施日　10月17日（土）～18日（日）
　会　場　テクノポート福井、福井空港　他

・原子力防災訓練
　（対象）関西電力㈱美浜発電所
　　①図上訓練　２０年度に実施
　　②初動対応訓練
　　　実施日　　７月下旬（予定）
　　　会　場　　福井県庁、美浜原子力防災
　　　　　　　　センター他
　　③総合訓練
　　　実施日　　８月２９日（土）
　　　会　場　　福井県庁、美浜原子力防災
　　　　　　　　センター他
・国民保護訓練
　　　実施日　　２月（予定）
　　　会　場　　県総合防災センター、
　　　　　　　　大野市、 勝山市他

緊急消防援助隊近畿ブロック合同訓
練、総合防災訓練、石油コンビナート
等防災訓練を含む、近畿２府７県の合
同防災訓練を１１年ぶりに本県におい
て開催

近畿府県合同防災訓練
　実施日　　１０月１７日（土）～１８日（日）
　場所　　　テクノポート福井、福井空港、県庁　他
　参加人数　約３，６００人
　　　　　　　消防緊急消防援助隊）　１５２隊　６２２人
　　　　　　　自衛隊、警察、ＤＭＡＴ　　　　　４２７人
　　　　　　　地元住民　　　　　　　　　　１，２８０人
　　　　　　　企業、団体、行政等　　　　　１，２９３人
　使用機材　航空機１９機、船舶１０隻、車両２２２台

原子力防災訓練
（対象）関西電力㈱美浜発電所
　・図上訓練
　　実施日　　２１年２月２０日（金）
　　場所　　　美浜原子力防災センター
　　参加人数　約１２０人
　・初動対応訓練
　　実施日　　７月２８日（火）
　　場所　　　県庁、美浜原子力防災センター　他
　　参加人数　約４００人
　・総合訓練
　　実施日　　１１月２２日（日）
　　場所　　　県庁、美浜原子力防災センター、
　　　　　　　美浜町丹生地区　他
　　参加人数　約１，５００人
　　使用機材　航空機７機、船舶７隻、車両２５台

国民保護図上訓練
　実施日　　１月２２日（金）
　場所　　　　県庁、勝山市役所
　参加人数　約１２０人
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　市町の福祉・防災担当者を集めての避難支援プラン作成や福
祉避難所の設置運営に関する意見交換会を開催するとともに、
未作成市町には直接赴いて指導しました。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　市・町・消防に対して要請を行うとともに、各ブロックでの
会議へ県として積極的に参加しました。
　各ブロックとも、広域化の緒となる協議会（準備会）の設置
には至っておりませんが、丹南地区では、市町および消防機関
が協力して、嶺南地区では、敦賀美方・若狭両消防組合を中心
に、協議会の設置に向けた検討を行いました。また、福井・坂
井・奥越地区では、今後、福井市消防局が中心になって、協議
会設置に向けた議論を進めていきます。

・災害時要援護者の避難対策
　一人ひとりの災害時要援護者に対する避
難対応を円滑に行うため、市町が進める避
難方法等を示した「個別計画」の作成につ
いて、すべての市町が着手するよう働きか
けます。

〔成果等〕　目標を達成しました。

・市町消防の広域化の促進
　平成２４年度までに、県内３消防本部体
制とする消防の広域化を促進するため、広
域化に関する協議会の設置を各市町・消防
本部に働きかけます。

市町実務担当者意見交換会　３月１７日（水）

県内市町の避難支援プラン策定状況
　・全体計画　作成済　  　　　   １７市町
 
　・個別計画　作成中　　　　 　　１７市町

構成市町・消防担当課長会議
　　６月２２日　　丹南地区
　１１月１９日　　丹南地区
　１２月　４日　　福井・坂井・奥越地区
　　１月１９日　　嶺南地区
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

２　原子力の安全・安心と信頼の確保
◇　安心と信頼の確保に全力、１５基体制
を堅持【部局連携】
・安全協定の厳正な運用と高経年化対策の
推進、耐震安全性の確認
　電力事業者と県との安全協定を厳正に運
用し、平常時立入調査を継続して実施しま
す。
　特に、高経年化・耐震安全性について
は、「福井県原子力安全専門委員会」を積
極的に活用し、国や事業者の高経年化対策
の実施状況や耐震安全性について厳格に確
認するなど、県としての安全監視機能を充
実して、県民の原子力に対する信頼・安心
の確保を図ります。

＜安全協定の厳正な運用＞
　安全協定に基づき、発電所の労働安全対策やヒューマンエ
ラー発生防止に向けた取組み等について、平常時立入調査を延
べ６回実施しました。
　
＜高経年化対策の推進、耐震安全性の確認＞
　９月２５日に、原子力の安全規制に一元的責任を有する国に
おいて、安全対策に万全を期するため、事業者を厳格に規制・
監督し、安全・検査体制のさらなる充実強化を図るよう要請し
ました。
　２月１７日に、敦賀１号機の運転継続に関し、日本原電が今
後３年間の保安活動の実施状況等を評価し、国がこれを確認す
る新たな「中間安全確認」のシステムなど、厳格な安全規制の
実施について提案・要請しました。

○高経年化対策の推進
　９月３日に、敦賀１号機の高経年化技術評価および長期保守
管理方針について国が認可しました。
　県でも県原子力安全専門委員会において審議し、プラントの
安全性は、日常の保全を確実に実施することにより確保される
と判断されました。
　敦賀１号機の平成２８年までの運転継続については、地元敦
賀市の意見、県議会の議論や国の方針等を総合的に勘案し、運
転継続を了承することを２月２２日に日本原電に伝えました。

○耐震安全性の確認
　耐震安全性については、国の委員会で、見直した基準地震動
に対する発電所の主要施設の耐震安全性を審議しており、厳正
な審査とともに、できる限り迅速な審査を強く求めました。
　県としても、県内原子力発電所の耐震安全性再評価に係る事
業者の報告内容や国の確認状況について、県原子力安全専門委
員会の審議等を通じ、厳正に確認しました。

〔成果等〕　引き続き実施します。
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　「もんじゅ」の運転再開は、プラント全体の安全性がハー
ド・ソフト両面で確保されていることが大前提であり、国の審
査結果等を県原子力安全専門委員会の審議を通じ厳正に確認し
ていきます。
　運転再開を認めるかどうかについては、プラントの安全性が
確保されていることを大前提に、地元敦賀市の意見や県議会の
議論を踏まえ、県民の立場に立って慎重に判断していきます。

　

〔成果等〕　引き続き実施します。・「もんじゅ」への慎重な対処
　「もんじゅ」については、今後示される
明確なスケジュールのもとで、プラント確
認試験の実施状況、燃料や耐震の安全性、
事故時等の通報連絡体制など、ハード、ソ
フト両面の安全確保対策について、国や事
業者の対応を一つひとつ厳正に確認しま
す。これらを県民に分かりやすく説明し、
理解を得るよう国や事業者に要請するな
ど、県民の立場に立って慎重に対処しま
す。

・５月１２日
　国に対して、国家プロジェクトとして責任ある工程を明確にす
ること、原子力機構の組織・人員体制を充実強化することを強く
要請

・８月１２日
　国および機構から、本年度内に運転再開を目指すとする新たな
工程と、敦賀本部の人員を本格運転時には現在から１００名増の
６８０名体制にするとの方針が示される

・９月２５日
　国に対し、「もんじゅ」については、安全の確保を最優先に、
機構と政府が一体となって、確固たる国家戦略として責任をもっ
て推進するよう要請

・２月１０日
　原子力安全・保安院は、設備健全性や品質保証等の観点から、
原子力機構が運転再開に当たり、安全確認を十分行い得る体制に
なっているとの総合評価を取りまとめ

・２月２２日
　原子力安全委員会は、原子力安全・保安院の評価結果を了承

・２月２３日
　原子力機構は、県、敦賀市に対し、安全協定に基づく運転再開
の協議願いを提出
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・敦賀３、４号機増設計画への適切な対応
　敦賀３、４号機増設については、耐震安
全性を含めた国の安全審査の状況を確認す
るとともに、国や事業者に対し、徹底した
安全確保対策を引き続き要請します。さら
に、事業者の準備工事や県内企業の積極的
活用の状況を確認します。

〔成果等〕　引き続き実施します。

＜敦賀３、４号機＞
　敦賀３、４号機の耐震安全性については、新耐震指針に対応
した原子炉設置変更許可申請書の補正書が日本原電から提出さ
れ、その内容について県原子力安全専門委員会の審議を通じ確
認しました。
　また、増設工事の実施状況や県内企業の活用状況について、
日本原電から随時報告を受け、状況を把握しました。

＜敦賀１号機＞
　敦賀１号機の運転継続については、地元敦賀市の意見、県議
会の議論や国の方針等を総合的に勘案し、運転継続を了承する
ことを２月２２日に日本原電に伝えました。

・９月３日
　平成２２年としていた運転停止時期を変更し、敦賀３号機の運
転が開始される平成２８年としたいとの方針が日本原電から示さ
れる。これを受け、県原子力安全専門委員会において審議し、プ
ラントの安全性は、日常の保全を確実に実施することにより確保
されると判断

・２月１７日
　経済産業大臣に対し、エネルギー政策上の必要性と重要性およ
び立地地域の振興、今後３年間の保安活動の状況を国が確認し、
その結果を県に説明する、新たな「中間安全確認」のシステムな
ど厳格な検査の実施等を提案・要請。大臣は、敦賀１号機の運転
継続は国のエネルギー政策上極めて重要であり、立地地域の振興
を積極的に進める方針を示すとともに、厳格な安全規制を求める
本県の提案を了解
　
・２月２１日
　運転継続を認めるとの敦賀市長の考えを確認

・２月２２日
　運転継続を了承することを日本原電に伝達
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　高浜３、４号機のプルサーマル計画については、節目となる
工程の各段階で、関西電力から報告を求め、その内容を厳正に
確認しました。
　関西電力および製造元請である原子燃料工業に対し現地調査
を行い、燃料検査や品質保証活動の結果が妥当であることを確
認しました。

・プルサーマル計画への適切な対処
　高浜３、４号機のプルサーマル計画につ
いては、海外でMOX燃料の製造が始まって
おり、節目となる工程の各段階で関西電力
から報告を求め、その内容を確認し、慎重
に対処します。

〔成果等〕　引き続き実施します。

・１０月９日
　関西電力から、仏国のメロックス社で製造したＭＯＸ燃料１２
体について、国に対し輸入燃料体検査補正申請を行ったことを報
告

・１１月１２日、１６日
　この内容について県は高浜町とともに、関西電力および製造元
請である原子燃料工業に対し現地調査を行い、燃料製造や品質保
証活動が計画どおりに行われたかどうかについて、独自に確認

・１２月２４日
　県原子力安全専門委員会において、審議・確認し、輸入燃料体
検査補正申請は適切であることを関西電力に伝達
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

　イベント等でのＰＲや企業への訪問を通して、エコ活動を行
う家庭や環境貢献活動を行う事業所の増加に努めました。

　太陽光発電については、９月補正において３５０件分を増額
補正するとともに、一般家庭への導入促進に努めました。

　ＥＶタウン構想の具体化を図るため、課題解決プロジェクト
チームや協議会等の検討を踏まえ、平成２６年度末までの５年
間で、次世代（省エネ）自動車を１，５００台まで普及させる
とした「福井県ＥＶ・ＰＨＶ普及推進マスタープラン」を３月
に策定しました。また、県では５台のＥＶと１台のＰＨＶを率
先導入しました。

　「愛の相乗り」運動の推進、みどりの自転車（不用自転車）
の活用、自動車走行距離削減運動「CO2削減！レッツトライ
60」に取り組むなど自動車に頼りすぎない交通対策を推進しま
した。

〔成果等〕　目標を達成しました。３　夢と誇りのあるふるさとづくり
◇　守り育てる福井の環境【部局連携】
・地球温暖化対策の推進
　企業の特色を活かした環境貢献活動を行
う事業所を増やすとともに、エコ活動に積
極的に取り組む家庭を増やします。
　太陽光発電や省エネ家電などの導入を積
極的に支援するとともに、運輸部門におい
ては、環境負荷の少ない次世代（省エネ）
自動車の普及に向け、２１年３月に採択さ
れたＥＶタウン構想を具体的に進めるた
め、課題解決プロジェクトチームを設置
し、実証事業の実施やマスタープランの作
成に取り組みます。
　また、相乗りによる効率的な自動車利用
や、不用自転車の再活用などに取り組み、
自動車に頼りすぎない社会を目指します。

環境協定の新規締結事業所数　９事業所
　　　　　　　　　　（２事業所の増）
（平成２０年度末　７事業所）

エコ宣言数　　　　 ４６，０００家庭
　　　　　　　（９，７７０家庭の増）
（平成２０年度末　３６，２３０家庭）

太陽光発電設備住宅数　 　　２５０戸

愛の相乗り運動実施地区数　 　５地区

車１台あたりの年間走行距離数
　　　　 平成２４年度までに５％削減

環境協定の新規締結事業所数　９事業所（２事業所の増）
　　ネッツトヨタ福井株式会社
　　株式会社ユアーズホテルフクイ

エコ宣言数　　　　　　　 　　　 　４６，２９３家庭
　　　　　　　　　　　　　　（１０，０６３家庭の増）

太陽光発電設備住宅数　　　　　　　　　　　６６０戸

愛の相乗り運動実施地区数　　　６地区で８５人が参加

みどりの自転車（不用自転車）の活用　　１５０台配置

自動車走行距離削減運動「CO2削減！レッツトライ60」
　３９チームが参加し１３．６ｔのＣＯ２排出量を削減

車１台あたりの年間走行距離数
　　　　　　　　　　　　　平成２１年は０．５％削減
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・自然環境の再生
　県民一人ひとりが、トンボやメダカなど
の身近な生き物や自然を守り育む意識をも
ち、自然環境の再生などに取り組む県民活
動「自然再生ふくい」を展開します。
　里地里山では、希少野生動植物の保全活
動を促進するとともに、ふゆみずたんぼ、
水田魚道などの普及を図り、コウノトリの
県内定着に向けた準備を進めます。
　また、「三方五湖」においては、シジミ
が生息可能な浅瀬の造成や保全と活用に取
り組む団体の育成を図るとともに、水辺生
態系の再生に向けた県と東京大学等による
共同調査研究などを進めます。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　「自然再生ふくい」については、自然再生手法を分かり易く
解説したガイドブックを作成するとともに、専門家からなる自
然再生支援隊を結成し、現地でのサポートを行いました。

　里地里山では、新たに２地区において、希少生物観察会や生
息地保全再生体験などを実施するとともに、コウノトリなどの
水鳥の飛来を目指す地域において、「ふゆみずたんぼ」「水田
魚道」の実証や生物生息量調査などを行いました。

　三方五湖では、シジミや魚類の生息に適した浅瀬や石積によ
る湖岸の再生を行うとともに、地元団体が行うシジミによる水
質浄化や湖の産物の有効利用に係る活動を支援しました。

　また、三方湖の自然再生方策を探る東京大学との共同調査研
究について、環境省の事業採択を受けて３年間の予定で研究を
開始し、２月２１には現地で中間成果報告会を開催しました。

自然再生支援隊(アドバイザー)派遣

里地里山の環境保全活動を行う地区
 　　　　　　　６地区（２地区の増）
（平成２０年度末　４地区）

シジミが生息可能な浅瀬の造成

自然再生支援隊(アドバイザー)派遣
　　　　　　　　　　　　６３名登録　　　　９４回派遣

里地里山の環境保全活動を行う地区　 ６地区（２地区の増）
　　　　　　　　　　　（越前町旧宮崎村　　勝山市北谷）

シジミが生息可能な浅瀬の造成 　　　 　 　　　３９０ｍ
　　　　　　　　　（浅瀬：３００ｍ　　　石積：９０ｍ）
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・リサイクル等の推進
　市町や消費者団体、事業者等と協力し、
買い物袋持参や店頭回収、「おいしいふく
い食べきり運動」をさらに推進するととも
に、生ごみ減量化のための検討を進めま
す。
　「修理する文化」の醸成や「リサイクル
文化」の定着を目指して、「修理工房」や
フリーマーケットを開催します。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　レジ袋の有料化については、８月からあわら市、坂井市で実
施されました。また、２２年４月から大野市、勝山市、永平寺
町、南越前町で実施されます。

　分別収集品目の拡大については、高浜町でびん類、若狭町で
その他紙容器の分別収集を開始しました。

　「おいしいふくい食べきり運動」については、牛乳パックへ
の広告掲載や卓上広告塔などを利用した広報、家庭から排出さ
れる食品廃棄物の実態を把握するための公開調査の実施によ
り、県民に食べ残しをしないよう働きかけました。

　「修理工房」や古本市を頻繁に開催し、県民に、良いものを
長く使うことを働きかけました。

買い物袋（マイバッグ）持参率
　　　８０％（平成２０年度　４０％）

分別収集品目を拡大する市町
　　　２市町（平成２０年度　２市町）

フリーマーケットの開催回数
　　　　２０回（平成２０年度　１回）

買い物袋持参率　　　　　　　　　　　　　　　　約８０％
　〔レジ袋有料化実施市町の人口割合約９０％×
　　持参率約９０％〕

分別収集品目を拡大した市町　　　　　　　 　　　 　２町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高浜町、若狭町）

「修理工房」開催回数(市町を含む）　　　 　  　　１９回

フリーマーケット(古本市)開催回数(市町を含む)　　３１回
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・環境教育の推進
　本県独自の教材を用いた環境学習の実施
や子どもたちの山登り、里海での船乗り体
験等の実践により環境に対する子どもたち
の豊かな感性を育みます。
　また、小学校周辺の自然環境を、「生き
物百葉箱」としてとらえ、身近な生き物を
継続的に観察することで、自然や小さな命
を大切にする心を養います。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　教材を用いた環境学習や里海での船乗り体験の実施につい
て、直接小中学校を訪問し、その実践を呼びかけました。
　また、小学校を中心に身近な自然観察を推進し、総合学習や
児童館・公民館での放課後活動も含め、たんぼや小川などの生
き物観察が行われました。

・新たな県民運動の展開
　本年２月に設立した「環境ふくい県民会
議」を中心に「環境ふくい推進協議会」お
よび「福井県地球温暖化防止活動推進セン
ター」と緊密な連携をとりながら、ふくい
環境フェア（仮称）、クリーンアップふく
い大作戦などの県民運動を展開します。
　また、県内のすぐれた環境活動を表彰す
ることにより、県民の環境活動への参加意
欲を向上させます。

〔成果等〕　目標を達成しました。

　「環境ふくい県民会議」を中心に「環境ふくい推進協議会」
および「福井県地球温暖化防止活動推進センター」と緊密な連
携をとりながら、ふくい環境フェア、クリーンアップふくい大
作戦などの県民運動を展開しました。

・県民運動の主なもの
　　環境ふくいＣＯ２削減貢献プロジェクト
　　ストップ乗りすぎプロジェクト
　　ものを大切にする社会づくりプロジェクト
　　きれいなまちづくりプロジェクト

＜県民運動の主なもの＞
　・ふくい環境フェア２００９
　　　　１０月１６･１７日　ＪＲ福井駅周辺にて開催
　　　　参加者数　約２万人
　・環境ふくいＣＯ２削減貢献プロジェクト
　　　　温室効果ガス削減等を実施する８団体へ助成
　・ストップ乗りすぎプロジェクト
　　　　愛の相乗り運動実施地区数　　　　　　６地区【再掲】
　　　　みどりの自転車（不用自転車）の活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０台配置【再掲】
　　　　自動車走行距離削減運動「CO2削減！レッツトライ60」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９チーム参加【再掲】
　・ものを大切にする社会づくりプロジェクト
　　　　「修理工房」開催回数（市町を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９回【再掲】
　　　　フリーマーケット（古本市）開催回数（市町を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１回【再掲】
　・きれいなまちづくりプロジェクト
　　　　クリーンアップふくい大作戦の実施
            　　　　　　　４回（５月、９月、１２月、３月）
　

環境教育教材を活用した環境教育の実施
学校数　　　　　　　　　　　２００校

子どもの自然体験（里海での船乗り）の
実施学級数　　　　　　　　　５０学級

自然観察実施学校数（生き物百葉箱）
　　　　　　　　　　　　　　　４０校

環境教育教材を活用した環境教育の実施学校数　　　２１４校

子どもの自然体験（里海での船乗り）の実施学級数　５０学級
　　　　　　　（越前市服間小学校４・５年生　他４９学級）

自然観察実施学校数（生き物百葉箱）　　　　　　　　４１校
　　　　　　　　　　　　　（福井市社北小学校　他４０校）
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役職 安全環境部長 氏名 品　谷　　義　雄

平成２１年度　政策合意項目に係る実施結果報告（安全環境部）

【取組結果の区分】
　 　・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの）
　　 ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの）
　　 ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの）
 　　・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの）
 　　・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの）

実　　施　　結　　果

（　平　成　22年　3　月　末　現　在　）

項　　目

・不法投棄の防止
　敦賀市民間最終処分場については、今年
度は、漏水防止対策工事等の着実な推進と
ともに、新たに浄化促進対策に着手しま
す。
　また、工事の進捗状況や水質モニタリン
グの結果等について、県民へ積極的に情報
提供を行います。
　さらには、不法投棄などの未然防止のた
め、平日昼間に加え、今年度からは、平日
の夕方から明け方や休日などの時間帯も含
めた２４時間パトロールを行います。

〔成果等〕　引き続き実施します。

　漏水防止対策工事については、木の芽川沿いの連続地中壁の
設置等が完了し、現在はドレーントンネルの掘削や遮水シート
の敷設などを行っています。
　浸出水処理施設については、施設・設備関係工事がほぼ終了
し、試験運転に着手しました。
　処分場の早期安定化を図る浄化促進工事を１２月に発注し、
対策工事全体の進捗率は、３月末で約５０％となりました。
　県民への情報提供については、ホームページを通じて、工事
進捗状況やモニタリング結果などをわかりやすく提供しまし
た。
 
　２４時間パトロールについては、通常のパトロール業務に加
え、不適正処理がなされるおそれが高い産廃処理業者事業場で
の定点監視や立入検査業務を実施した結果、不法投棄など不適
正処理発生の大きな抑止力となりました。

・拡充するパトロールの時間帯
　　平日　　　　１７時から翌日９時まで
　　土日・休日　　９時から翌日９時まで

・時間外のパトロール業務委託で８名を雇用
・監視カメラ設置箇所　延べ８箇所
・不法投棄件数　　　　　　１７件

　16




